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中央アルプス県立公園の指定解除及び公園計画の廃止について 

 

 

自然保護課  

 

１ 中央アルプス県立公園の指定解除及び公園計画廃止の目的 

中央アルプス県立公園の国定公園化に当たり、その前提となる県立自然公園としての

指定を解除するとともに、公園計画の廃止を行う必要があるため。 

 

２ 中央アルプス県立公園の国定公園化の取組について 

「中央アルプス県立公園の国定公園化の取組について」（資料 1-2）のとおり 

 

３ 中央アルプス県立公園の指定区域及び公園計画 

「長野県立自然公園計画書」（資料 1-3）及び「中央アルプス県立公園区域及び公園計

画図」（資料 1-4）のとおり 

 

４ 中央アルプス県立公園の指定解除及び公園計画の廃止の予定 

国定公園の指定及び公園計画決定の日（官報告示日）と同日を予定 

 

５ その他：中央アルプス国定公園（仮称）の公園計画書（長野県案）について 

  「中央アルプス国定公園（仮称）公園計画書（長野県案）」（資料 1-5）のとおり 

  

資料 1-1 
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☆ 参考法令 
 

 
 

 

☆ 長野県立自然公園条例（抜粋） 

（指定） 

第３条 長野県立自然公園（以下「県立自然公園」という。）は、知事が長野県環境審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴き、区域を定めて指定する。 

２ 前項の規定による指定は、その旨及びその区域を告示して行うものとする。 

 

（指定の解除及び区域の変更） 

第４条 知事は、県立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、審議

会の意見を聴かなければならない。  

２ 前条第２項の規定は、県立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 

 

（公園計画の決定） 

第５条 公園計画は、知事が審議会の意見を聴いて決定する。 

２ 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。 

３ 知事は、関係市町村その他関係行政機関、関係事業者、地域住民その他の関係者と連携して

県立自然公園の保護とその適正な利用を推進するため、公園計画の決定に当たり、あらかじ

め、当該関係者が意見を交換する場を設けることその他の当該関係者の意見を公園計画に反

映させるため必要な措置を講ずるものとする。 

 

（公園計画の廃止及び変更） 

第６条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は、公園計画の廃止及び変更について準用する。 

☆ 自然公園法（抜粋） 

（指定） 

第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴き、区域を定めて指定する。 

２ 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて

指定する。 

３ 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示

しなければならない。 

４ 国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。 

 

（公園計画の決定） 

第七条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決

定する。 

２ 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴

いて決定する。 

３ 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を

一般の閲覧に供しなければならない。 



中央アルプス県立公園の国定公園化の取組について
自然保護課

１ 中央アルプス県立公園の概要

本公園は木曽山脈のほぼ全域にまたがり、北部の茶臼山から木曽駒ヶ岳、宝剣岳、空木岳、摺古木山

等を経て大平峠、風越山に至る主脈一帯とその他の飛地とから成り、それぞれが特色のある景観を呈

している。

特に、木曽駒ヶ岳から越百山の間は高山帯に属し、優れた高山景観を呈しているほか、木曽駒ヶ岳、

三ノ沢岳、南駒ヶ岳には典型的な氷河地形が見られる。

指定年月日 昭和26年11月22日

指定面積 35,116ha

関係市町村
（13市町村）

飯田市、伊那市、駒ケ根市、塩尻
市、飯島町、宮田村、松川町、高
森町、阿智村、上松町、南木曽町、
木曽町、大桑村

72 59 53 77 78

H25 H26 H27 H28 H29

中央アルプス県立公園利用者数（単位：万人）

資料1-2

中央アルプス県立公園遠望

２ これまでの取組

(1) 県立自然公園 点検・検討事業（H27）

中央アルプスに関係する市町村、保護・利用関係者等によるＷＧ会議

を設置し、指定以来手付かずだった中央アルプスの見直しを実施。

(2) 中央アルプス県立公園の主な見直し結果
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主な意見 対 応

国立公園に指定されていないのが
不思議なくらい。
公園としての魅力が十分あるのだ

から、国立・国定を目指しても良い。

「中央アルプス国定公園化研究部会」（後の「中央アルプス
自然公園保護・活用推進協議会」）を発足させ、中央アルプ
スの国定公園化の検討を開始。

利用を進めるのもいいが、保護と
のバランスが重要。保護と利用のメ
リハリを付けるべき。

国定公園化に当たり「特別保護地区」の設定を検討。

年度 取 組 内 容

H27
・県立公園の見直し事業において、地元自治体等から国定化の要望がなされる。
・「中央アルプス国定公園化研究部会」発足（国定化への動きが本格化）

H28 ・中央アルプス県立公園の環境調査実施（国定公園としての資質を確認）

H29
・「中央アルプス自然公園保護・活用推進協議会」発足
・公園計画素案及び指定書素案の作成

H30

・地元自治体等関係者へ国定化に係る説明と意向を反映した素案の調整を開始
・「中央アルプス自然公園保護・活用推進協議会」において、関係者の意見を集約した公園
計画のたたき台に対する意見を聴取

・国定公園化に対する地元説明会を実施（上伊那・南信州・木曽の３地域）

(3) 国定公園化に向けた取組状況



県立自然公園（現行） 国定公園（新規指定） 備 考

指定区域面積
35,116.58ha

（35,427.44ha）※
35,116.58ha

区域変更なし
※最新のGISデータ計測の結果、
精度向上のため面積は減少

規制計画（地種区分） ・第1～3種特別地域
・普通地域

・特別保護地区
・第1～3種特別地域
・普通地域

特別保護地区の新設

事
業
計
画

保護施設計画 な し
・自然再生施設
・植生復元施設

裸地化等を防ぐ目的

利用施設計画

・集団施設地区×1
・単独施設×97
・道路×45
・運輸施設×1

・集団施設地区×1
・単独施設×77
・道路×60
・運輸施設×1

地元要望や現状の利用形
態を反映し、更新

生態系維持
回復事業計画

な し 公園区域全域 二ホンジカの食害対策

指定・公園計画の
決定等

知 事 環境大臣※
※知事の申し出により環
境大臣が決定

許認可権限 知 事 知 事 変更なし
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３ 国定公園化の趣旨

中央アルプス県立公園は国内でも有数の氷河地形を有しており、多くの観光客が訪れる中、これらの

希少な自然が人為の影響を受けやすくなっている。

そこで、同公園を国定公園とし、①県立自然公園では設定できない「特別保護地区」を設定することによ

り、希少な自然の一層の保護を図るとともに、②国定公園化による知名度の向上といったメリットを活かし、

公園全体の適正な利活用の推進を図ることとしたい。

【国定公園化のポイント】

中央アルプス
国定公園区域図(案)

特別保護地区(案)

ペーブ
メント

濃ヶ池

千畳敷
カール

千畳敷カール

濃ヶ池

ペーブメント

木曽駒ヶ岳山頂南東部付近
（駒ケ根市、宮田村の一部）

千畳敷カール、濃ヶ

池（氷河湖）、ペー

ブ メ ン ト 等 希 少 な

氷河地形のある駒ヶ

岳ロープウェイ千畳

敷 駅 か ら 北 の 木 曽

駒 ヶ 岳 方 面 地 域 を

「特別保護地区」に

設定
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４ 地種区分

長
野
県

①
公
園
計
画
案
等
作
成

（申
出
用
）

②
環
境
審
議
会

諮
問
・答
申

（県
立
公
園
の
指
定
解
除
等
）

⑥
県
報
告
示

③申出 適宜調整

県立公園の
指定解除・
公園計画廃止

環
境
省

④
公
園
計
画
案
等
作
成

（環
境
省
案
）

⑤
中
央
環
境
審
議
会

諮
問
・答
申

⑥
官
報
告
示

国定公園の
新規指定・
公園計画決定

※ 国定公園化に当たっては、

現行の県立公園区域の指定

解除及び公園計画の廃止が

必要となる。

５ 国定公園化の手続き（フロー）

地種区分 性 質

特
別
地
域

※

2

特別保護地区 ※1
（県立公園では設定不可）

特別地域内で特に優れた自然景観、原始状態を保持している地域であって、

特に厳重に景観の維持を図る必要があるもの

第１種特別地域

風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護す

ることが必要なもの

第２種特別地域

風致を維持する必要性が高い地域であって、特に農林漁業活動については

つとめて調整を図ることが必要なもの

第３種特別地域

風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活

動については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ないもの

普通地域

上記以外の地域

（公園区域外とのバッファー）

※1 原則として一切の動植物の捕獲・採取が禁止。

各種行為は「原始状態を保持する」観点から許可の是非を判断。（通常の維持管理行為や軽易な行為（落

葉・落枝の除去等）にも制限がかかる）

※2 指定された種については、動植物の捕獲・採取が禁止。

各種行為は「現在の景観を維持する」観点から許可の是非を判断。（通常の維持管理行為や軽易な行為に

は許可は要しない）
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中央アルプス国定公園 公園計画図（案）
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１ 基本方針 

中央アルプス国定公園は長野県南部に位置し、日本でも代表的な非火山の連峰である木曽山

脈のほぼ全域（南北約 100km）と、木曽谷に位置する寝覚
ね ざ め

の床
とこ

及び木曽田
た

立
だち

の滝
たき

周辺の地域一帯

のことである。 

山岳部は、ほぼ全域に花崗岩が分布しており、約 6 万年前と 2 万年前の 2 回の氷期により形

成された氷河地形や氷河湖、岩塊斜面と砂礫地が交互に現れる特徴的な山岳景観を有している。

木曽駒ヶ岳の南側には、長野県の天然記念物（地質・鉱物）の指定を受ける氷河地形である千畳

敷カールがある。この千畳敷カールは、宝剣岳から伊那前岳の主稜線から切れ落ちた岩盤の断崖

で成り立つカール壁と、その下に広がる比較的平坦なカール底との 2 つの部分から成り立って

いる点で特徴的であり、伊那谷から見る千畳敷カールは、人里から壮大なカールを望むことがで

きる点で非常に珍しく、日本を代表するカールと言える。また、木曽駒ヶ岳の東側に位置する

濃ヶ
の う が

池
いけ

はモレーンに囲まれたくぼ地に形成された氷河湖である。 

木曽駒ヶ岳から越
こす

百山
も や ま

までの縦走路周辺は、森林限界を超える風衝草原となっており、中央

アルプスのみに分布する固有種であるヒメウスユキソウ（別名「コマウスユキソウ」）やコケコ

ゴメグサをはじめとする貴重な高山植物が生育する。また、周辺の亜高山帯も含めた一帯は、環

境省版及び長野県版レッドリストの掲載種でもある高山チョウのクモマベニヒカゲ、ベニヒカ

ゲ、コヒオドシなどの生息域として貴重な環境が広がっている。 

また、木曽谷周辺は、山岳部と共通した花崗岩地形の特性を有する地域であり、木曽川の水

流によって侵食されてできた渓谷地形や多数の滝が分布している。 

このように、本国定公園は国内でも有数の自然景観を有しており、ロープウェイにより高山

帯に誰もが気軽に訪れることができる特長を有しているが、その一方で、希少な自然が人為の影

響を極めて受けやすい状況にある。今後、リニア中央新幹線開通等により交通アクセスが容易に

なれば、首都圏や中京圏から観光客がさらに増加することが見込まれる。 

こうしたことから、人為の影響を受けやすい希少な自然環境の厳正な保護と、優れた自然の

風景地である本公園の適正な利用の両立を図っていく必要がある。 

併せて、東側の伊那谷、西側の木曽谷に住む谷人のくらしの中で育まれた景観を、今後とも

適切に保全していく必要がある。 

このような状況を踏まえ、「アルプスの自然と山のくらし～氷期からつづく山・谷人
たにびと

が守る山」

をテーマに、以下の方針により公園計画を定めるものとする。 

 

 

（１） 規制計画 

ア 特別地域 

 特別保護地区 

木曽駒ヶ岳山頂南東付近には、約 6万年前と 2万年前の 2回の氷期により形成された氷

河地形があり、特に宝剣岳から伊那前岳の主稜線から切れ落ちた岩盤の断崖で成り立つカ

ール壁と、その下に広がる比較的平坦なカール底との 2つの部分から成り立っている点で

特徴的で学術上も貴重な千畳敷カールをはじめ、国内では珍しいモレーンに囲まれたくぼ

地に形成された氷河湖である濃ヶ池、積雪の重みで礫が石畳状になったペーブメント地形

など希少な氷河地形が点在し、雄大で躍動的な景観を有している。 
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また、本州に生育するエーデルワイス 4種の中で唯一花崗岩地域に生育するヒメウスユ

キソウ等の高山植物や、高山チョウなどの生息・生育地となっている。 

これら、千畳敷カール、濃ヶ池、ペーブメントなど、国内に存在する氷河地形の中でも

希少でかつ特徴的な氷河地形と優れた風致景観を有する地域、特に人為の影響を受けやす

い地域や貴重な高山植生及び高山チョウの生息地の景観を保護するため、木曽駒ヶ岳山頂

南東付近を特別保護地区とする。 

 

 第１種特別地域 

木曽駒ヶ岳から越百山までの縦走路周辺等、森林限界付近より標高の高い所は、高山帯

の植生が広く分布しており、希少な高山生物の生息・生育地となっている。特に稜線沿い

の砂礫地には、中央アルプス固有のヒメウスユキソウ及びコケコゴメグサを含む高山植物

が広く分布しており、それらを吸蜜するクモマベニヒカゲ、ベニヒカゲ等の高山チョウが

生息している。 

これら、森林限界付近から標高の高い高山帯地域で、重要な氷河地形、優れた風致景観

を有する地域、貴重な高山植生及び高山チョウの生息地、高山帯の天然林を有する地域の

景観を維持するため第 1種特別地域とする。 

 

 第２種特別地域 

亜高山帯の天然林を有し優れた風致景観を有する地域又は第１種特別地域と一体とな

って風致を形成する地域の風致を維持するため第２種特別地域とする。 

 

 第３種特別地域 

低標高地の天然林及び二次林、針葉樹を主体とする人工林を有する地域、第１種特別地

域、第２種特別地域と一体をなす森林地域の風致を維持するため第３種特別地域とする。 

 

 普通地域 

特別地域を補完するとともに、特別地域と一体となり風景を形成する地域を普通地域と

する。 

 

 

（２） 施設計画 

ア 利用施設計画 

 集団施設地区 

寝覚の床周辺では、巨大な花崗岩の白色と川面のエメラルドグリーンが絶妙な色彩を有

しており、その雄大な景観を楽しむための利用拠点を計画に位置づける。また、既設の園

地や眺望施設、駐車場等で公園利用に資する施設を計画に位置づける。 

 単独施設 

山岳景観や渓流景観等を探勝するため、適正な利用の推進が図れるように各種施設を配
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置する。中央アルプスの主稜線部においては、登山利用者のニーズと山岳景観の観賞に適

した施設を、渓流沿いにおいては、主要地点に園地を設け、様々な人が森林とのふれあい

と景観を楽しめる施設等を計画に位置づける。 

 

 道路（車道） 

車道については、公園内の移動や各利用拠点を連絡することと同時に、公園外から連絡

することを目的とする。 

 

 道路（歩道） 

歩道については、山岳景観や渓流景観等に触れ合うことを目的とする。木曽山脈の主稜

線部においては、南アルプスや北アルプスを眺望できるパノラマビューを楽しむことので

きるものとし、また、低山や渓流沿いでは様々な人が安全に自然と触れ合いの場を楽しめ

るものとする。 
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２ 規制計画 

（１） 保護規制計画及び関連事項 

ア 特別地域 

次の区分を特別地域とする。 

（表１：特別地域総括表） 

都道府県名 区   域 面積（ha） 

長野県 飯田市内 

国有林南信森林管理署 3196林班から 3201林班までの全部 

飯田市 

大字松川入及び大字大平の各一部 

2,692 

国    184 

公   2,235 

私     273 

 伊那市 

大字伊那の一部 

517 

国      0 

公      263 

私    254 

 駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2101林班から 2110林班まで、2150林

班、2151林班及び 2253林班から 2263林班までの全部 

駒ヶ根市 

大字赤穂の一部 

3,097 

国  3,022 

公       75 

私      0 

 塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1527林班から 1531林班まで及び 1536

林班の全部 

567 

国    567 

公        0 

私      0 

上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2235林班から 2252林班までの全部並

びに 2264林班の一部 

上伊那郡飯島町 

大字七久保の一部 

2,129 

国  1,665 

公      191 

私    273 

 上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2111林班から 2149林班までの全部 

上伊那郡宮田村 

新田の一部 

2,971 

国  2,629 

公      270 

私     72 

 下伊那郡阿智村内 

国有林南信森林管理署 3302林班から 3318林班までの全部 

下伊那郡阿智村 

大字清内路及び大字智里の各一部 

 

1,429 

国  1,254 

公      175 

私      0 
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長野県 木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21林班、22林班、26林班、317林班

から 331林班まで、343林班、344林班、346林班から 352林

班まで、358林班及び 359林班まで並びに 332林班から 334

林班まで、337林班、338林班、341林班及び 342林班の各一

部 

木曽郡上松町 

大字小川の一部 

3,038 

国  2,988 

公       28 

私      22 

 木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 326林班から 328林班ま

で、335林班から 338林班まで、376林班、377林班、565林

班、573林班から 589林班まで、593林班から 598林班まで及

び 2117林班から 2124林班の全部並びに 92林班、94林班、

378林班から 380林班まで、386林班、2116林班、2125林班

及び 2126林班の各一部 

木曽郡南木曽町 

大字吾妻及び大字田立の各一部 

1,474 

国  1,280 

公      122 

私     72 

木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1321 林班から 1334 林班ま

で、1361林班から 1366林班まで、1369林班、1370林班、1373

林班、1376 林班、1377 林班、1395 林班から 1397 林班まで、

1399 林班、1412 林班及び 1418 林班の全部並びに 1336 林班、

1339林班、1355林班、1356林班、1360林班、1367林班、1368

林班、1371 林班、1372 林班、1386 林班、1387 林班、1393 林

班、1394林班、1400林班から 1402林班まで、1408林班、1410

林班、1411林班、1414林班から 1417林班までの各一部 

6,128 

国  6,128 

公        0 

私      0 

 木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 640林班、643林班、644林班、647林

班から 652林班まで、657林班、660林班及び 662林班の全部

並びに 641林班、642林班、645林班、646林班、653林班か

ら 656林班まで、658林班及び 644林班の各一部 

1,843 

国  1,843 

公        0 

私       0 

合   計 25,885 
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 特別保護地区 

特別地域のうち、次の区分を特別保護地区とする。 

（表２：特別保護地区総括表）  

都道府県名 区   域 面積（ｈａ） 

長野県 駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2110林班の一部 

 

34 

国    34 

公       0 

私     0 

 上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2111林班及び 2135林班の各一部 

 

 

142 

国   142 

公       0 

私     0 

合   計 176 
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（表３：特別保護地区内訳表）  

名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

千畳敷カール周

辺一帯 

長野県駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2110林班の一部 

長野県上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2111林班及び 2135林

班の各一部 

千畳敷カール周辺一帯は、カール壁が断層の作

用により 2 段構造となっており、宝剣岳から伊那

前岳の主稜線から切れ落ちた岩盤の断崖で成り立

つカール壁と、その下に広がる比較的平坦なカー

ル底で構成されている。 

濃ヶ池は、モレーンに囲まれたくぼ地に形成さ

れた氷河湖であり、国内では希少な氷河地形の一

つであり、雪の重さで石畳状の地形が形成される

ペーブメントが国内で唯一存在する等、希少な氷

河地形が存在する。 

また、この地域は優れた景観を有する地域で、

特に人為の影響を受けやすい地域でもある。 

千畳敷カールのお花畑には中央アルプス固有の

ヒメウスユキソウ、コケコゴメグサを含む高山植

物が分布するほか、その蜜を求めて高山チョウが

生息する。 

これらのことより、特に厳重に景観の維持を図

るべき地区である。 
176 

国   176 

公        0 

私      0 
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 第１種特別地域 

次の区域を第１種特別地域とする。 

（表４：第１種特別地域総括表）  

都道府県名 区   域 面積（ha） 

長野県 伊那市 

大字伊那の一部 

 

 

28 

国     0 

公       28 

私       0 

 駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2101林班から 2103林班まで、2109

林班及び 2110林班の各一部 

758 

国   758 

公        0 

私      0 

 塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1536林班の一部 

5 

国     5 

公        0 

私      0 

 上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2246林班から 2248林班までの全部並

びに 2236林班、2237林班及び 2240林班から 2242林班まで

及び 2249林班の各一部 

500 

国   500 

公        0 

私      0 

 上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2111林班、2135林班、2136林班及び

2139林班の各一部 

461 

国   461 

公        0 

私      0 

木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21林班、22林班、26林班、358林班

及び 359林班の各一部 

414 

国   414 

公        0 

私      0 

 木曽郡南木曽町 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 92林班、2117林班、2118

林班、2120林班、2121林班、2125林班及び 2126林班の各

一部 

31 

国    31 

公        0 

私      0 

 木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1369林班、1370林班、

1400林班、1412林班及び 1418林班の各一部 

821 

国   821 

公        0 

私      0 
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長野県 木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 644林班及び 649林班から 654林班ま

での各一部 

282 

国   282 

公        0 

私      0 

合   計 3,300 
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（表５：第１種特別地域内訳表）  

名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

木曽山脈連峰 

 

長野県駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2101林班から 2103

林班まで、2109林班及び 2110林班の各一

部 

長野県塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1536林班の一部 

長野県上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2246林班から 2248

林班までの全部並びに 2236林班、2237林

班及び 2240林班から 2242林班まで及び

2249林班の各一部 

長野県上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2111林班、2135林

班、2136林班及び 2139林班の各一部 

長野県木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 358林班及び 359

林班の各一部 

長野県木曽郡南木曽町 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 92林

班、2117林班、2118林班、2120林班、

2121林班、2125林班及び 2126林班の各

一部 

木曽山脈連峰を代表とする木曽駒ヶ岳（標高

2,956m）や宝剣岳（標高 2,956m）と、これらの山頂

を結ぶ稜線部周辺は木曽駒花崗岩と伊奈川花崗岩

が分布しており、これらの花崗岩は、約 8,000万年

～7,000 万年前にマグマが冷え固まってできた深成

岩である。空木岳（標高 2,864m）はまるで独立峰の

ように孤高の姿を見せる日本百名山のひとつであ

り、南駒ヶ岳（標高 2,841m）は木曽駒ヶ岳と対照的

にどっしりと構える山容の山である。 

稜線部は、硬い花崗岩と柔らかい花崗岩が交互に

連続しているため、岩塊斜面と砂礫地が交互に現

れ、花崗岩の河期の強力な凍結溶解作用で花崗岩が

割れた巨石が多く残り、空木岳の駒石はその代表と

言える。 

植生はハイマツやダケカンバ等の高山性の自然

林が広く分布しており、ニホンカモシカやオコジョ

等の哺乳類、大型猛禽類等が生息する。 

稜線沿いの砂礫地の斜面部は階段状構造土とな

っており、チョウノスケソウやクロユリ等の高山植

物の生育場としてとても重要である。 
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名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

 長野県木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1369林

班、1370林班、1400林班、1412林班及び

1418林班の各一部 

長野県木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 644林班及び 649

林班から 654林班までの各一部 

長野県伊那市 

大字伊那の一部 

稜線からは、東側に南アルプス国立公園、西に中

部山岳国立公園、御嶽山、白山等を終始眺望できる

絶景の場である。 

これらのことから、特別地域のうちでは風致を維

持する必要性が最も高く、風致を極力保護すること

が必要な地域である。 3,250 

国  3,222 

公        0 

私     28 

寝覚の床 長野県木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21林班、22林班及

び 26林班の各一部 

木曽川の上流部に位置し、多数の滝や木曽川の水

流によって花崗岩が侵食されてできた渓谷地形が

存在すし、木曽川の川岸に直立する巨大な花崗岩は

ダイナミックな景観であり、特別地域のうちでは風

致を維持する必要性が最も高く、風致を極力保護す

ることが必要な地域である。 

19 

国    19 

公        0 

私      0 

木曽田立の滝 長野県木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 92林班、

2117林班、2118林班、2120林班、2121林

班、2125林班及び 2126林班の各一部 

木曽川に流れ込む大滝川に位置し、花崗岩質の峡

谷にいくつもの滝が存在する。その中でも花崗岩壁

からくずれるように流れる高さ 40mの滝は圧巻であ

る。特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最

も高く、風致を極力保護することが必要な地域であ

る。 

31 

国    31 

公       0 

私     0 

合   計 3,300 
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 第２種特別地域 

次の区域を第２種特別地域とする。 

（表６：第２種特別地域総括表）  

都道府県名 区   域 面積（ha） 

長野県 飯田市 

大字松川入及び大字大平の各一部 

335 

国     0 

公     195 

私   140 

 伊那市 

大字伊那の一部 

85 

国     0 

公      58 

私    27 

 駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2101林班から 2103林班まで、2109

林班及び 2110林班の各一部 

495 

国    495 

公       0 

私     0 

 塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1536林班の一部 

39 

国    39 

公       0 

私     0 

 上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2235林班及び 2244林班の全部並び

に 2236林班、2237林班、2240林班から 2242林班まで、

2245林班、2249林班及び 2250林班の各一部 

489 

国   489 

公        0 

私      0 

 木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21林班、22林班、26林班、331林

班から 334林班まで、358林班及び 359林班の各一部 

木曽郡上松町 

大字小川の一部 

650 

国    600 

公       28 

私     22 

木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 92林班、94林班、327

林班、328林班、335林班、336林班、2117林班、2118林

班及び 2126林班の各一部 

76 

国    76 

公        0 

私      0 

木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1322林班から 1325林班

まで、1328林班から 1330林班まで、1362林班から 1365

林班まで、1368林班から 1370林班まで、1399林班、1400

林班、1412林班及び 1418林班の各一部 

1,528 

国  1,528 

公        0 

私      0 
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長野県 木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 644林班及び 648林班から 658林班

までの各一部 

365 

国   365 

公        0 

私      0 

合   計 4,062 
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（表７：第２種特別地域内訳表）  

名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

木曽山脈連峰 

 

長野県駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2101林班から 2103林班まで、2109林班及

び 2110林班の各一部 

長野県塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1536林班の一部 

長野県上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2235林班及び 2244林班の全部並びに 2236

林班、2237林班、2240林班から 2242林班まで、2245林班、2249

林班及び 2250林班の各一部 

長野県木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21 林班、22 林班、26 林班、331 林班から

334林班まで、358林班及び 359林班の各一部 

長野県木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 327林班、328林班、335林班、

336林班及びの各一部 

長野県木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1322林班から 1325林班まで、

1328林班から 1330林班まで、1362林班から 1365林班まで、1368

林班から 1370 林班まで、1399 林班、1400 林班、1412 林班及び

1418林班の各一部 

 

森林限界に達していないシラビソ等が広

く分布している地区である。 

超百山から大平宿までの稜線部は、原生的

なササ草原が広がっており、このササ草原一

帯は重要な水源地となっている。 

利用上重要な土地及びその周辺地であり、

現在の風致を保護する必要がある地域であ

る。 
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名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

 長野県木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 644林班及び 648林班から 658林班までの

各一部 

長野県飯田市 

大字松川入及び大字大平の各一部 

長野県伊那市 

大字伊那の一部 

長野県木曽郡上松町 

大字小川の一部 

 

3,916 

国  3,475 

公      266 

私    175 

寝覚の床周辺 長野県木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 21林班、22林班及び 26林班の一部 

寝覚の床を囲うようにヒノキ林等の植林

が分布しており、渓流景観と緑との調和が成

り立っている。 

利用上重要な土地及びその周辺地であり、

現在の風致を保護する必要がある地域であ

る。 

89 

国     60 

公       15 

私      14 

木曽田立の滝周

辺 

長野県木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 92林班、94林班、2117林班、

2118林班及び 2126林班の各一部 

田立の滝奥に位置する自然公園には高層

湿原が発達しており、貴重である。 

利用上重要な土地及びその周辺地であり、

現在の風致を保護する必要がある地域であ

る。 

57 

国    57 

公       0 

私     0 

合   計 4,062 
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 第３種特別地域 

次の区域を第３種特別地域とする。 

（表８：第３種特別地域総括表）  

都道府県名 区   域 面積（ha） 

長野県 飯田市内 

国有林南信森林管理署 3196林班から 3201林班までの全部 

飯田市 

大字松川入及び大字大平の各一部 

2,357 

国    184 

公    2,040 

私    133 

 伊那市 

大字伊那の一部 

 

404 

国     0 

公      177 

私    227 

 駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2104林班から 2108林班まで、2150林

班、2151林班及び 2253林班から 2263林班まで並びに 2101林

班、2103林班及び 2109林班の各一部 

駒ヶ根市 

大字赤穂の一部 

 

1,810 

国  1,735 

公       75 

私      0 

 塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1527林班から 1531林班までの全部並び

に 1536林班の一部 

523 

国    523 

公        0 

私      0 

 上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2238林班、2239林班、2243林班、2251

林班及び 2252林班の全部並びに 2236林班、2237林班、2242

林班、2245林班、2249林班、2250林班及び 2264林班の各一部 

上伊那郡飯島町 

大字七久保の一部 

 

1,140 

国    676 

公      191 

私    273 

 上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2112林班から 2134林班まで、2137林

班、2138林班及び 2140林班から 2149林班まで並びに 2111林

班、2135林班、2136林班及び 2139林班の各一部 

上伊那郡宮田村 

新田の一部 

 

 

2,368 

国  2,026 

公      270 

私     72 
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長野県 下伊那郡阿智村内 

国有林南信森林管理署 3302林班から 3318林班までの全部 

下伊那郡阿智村 

大字清内路及び大字智里の各一部 

1,429 

国  1,254 

公      175 

私      0 

 木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 317林班から 330林班まで、343林班、

344林班及び 346林班から 352林班までの全部並びに 331林

班、337林班、338林班、341林班、342林班、358林班及び

359林班の各一部 

1,974 

国  1,974 

公        0 

私      0 

 木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 326林班、337林班、338林

班、376林班、377林班、565林班、573林班から 589林班ま

で、593林班から 598林班まで、2119林班及び 2122林班から

2124林班までの全部並びに 327林班、328林班、335林班、336

林班、378林班から 380林班まで、386林班、2116林班、2120

林班、2121林班及び 2126林班の各一部 

木曽郡南木曽町 

大字吾妻広瀬及び大字田立の各一部 

1,367 

国  1,173 

公      122 

私     72 

 木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1321林班、1326林班、1327

林班、1331林班から 1334林班まで、1361林班、1366林班、

1373林班、1376林班、1377林班及び 1395林班から 1397林班

までの全部並びに 1322林班から 1325林班まで、1328林班から

1330林班まで、1336林班、1339林班、1355林班、1356林班、

1360林班、1362林班から 1372林班まで、1386林班、1387林

班、1393林班、1394林班、1399林班から 1402林班まで、1408

林班、1410林班から 1412林班まで及び 1414林班から 1418林

班までの各一部 

3,779 

国  3,779 

公        0 

私      0 

木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 640林班、643林班、647林班、660林班

及び 662林班の全部並びに 641林班、642林班、644林班から

646林班まで、648林班から 657林班まで及び 664林班までの

各一部 

1,196 

国  1,196 

公        0 

私      0 

合   計 18,347 
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（表９：第３種特別地域内訳表）  

名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

木曽山脈連峰 長野県飯田市内 

国有林南信森林管理署 3196林班から 3201林班までの全部 

長野県駒ヶ根市内 

国有林南信森林管理署 2104林班から 2108林班まで、2150林班、

2151 林班及び 2253 林班から 2263 林班まで並びに 2101 林班、

2103林班及び 2109林班の各一部 

長野県塩尻市内 

国有林中信森林管理署 1527 林班から 1531 林班までの全部並び

に 1536林班の一部 

長野県上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2238 林班、2239 林班、2243 林班、2251

林班及び 2252林班の全部並びに 2236林班、2237林班、2242林

班、2245林班、2249林班、2250林班及び 2264林班の各一部 

長野県上伊那郡宮田村内 

国有林南信森林管理署 2112林班から 2134林班まで、2137林班、

2138 林班及び 2140 林班から 2149 林班まで並びに 2111 林班、

2135林班、2136林班及び 2139林班の各一部 

長野県下伊那郡阿智村内 

国有林南信森林管理署 3302林班から 3318林班までの全部 

 

 

 

標高の高い地域には手付かずの自然林が

広く分布しており、麓に近づくスギ・ヒノキ・

サワラ等の人工林が分布しており、良好な風

致を構成している。利用上重要な土地及びそ

の周辺地で、風致に重大な影響を及ぼさない

範囲で風致の維持を図る必要がある地域で

ある。 
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名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

 長野県木曽郡上松町内 

国有林木曽森林管理署 317 林班から 330 林班まで、343 林班、

344林班及び 346林班から 352林班までの全部並びに 331林班、

337林班、338林班、341林班、342林班、358林班及び 359林班

の各一部 

長野県木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 326林班、337林班、338林班、

376 林班、377 林班、565 林班、573 林班から 589 林班まで及び

593林班から 598林班までの全部並びに 327林班、328林班、335

林班、336林班、378林班から 380林班まで及び 386林班の各一

部 

長野県木曽郡大桑村内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 1321林班、1326林班、1327林

班、1331林班から 1334林班まで、1361林班、1366 林班、1373

林班、1376林班、1377林班及び 1395林班から 1397林班までの

全部並びに 1322林班から 1325林班まで、1328林班から 1330林

班まで、1336 林班、1339 林班、1355 林班、1356 林班、1360 林

班、1362林班から 1372林班まで、1386林班、1387 林班、1393

林班、1394林班、1399林班から 1402林班まで、1408林班、1410

林班から 1412林班まで及び 1414林班から 1418林班までの各一

部 
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名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

 長野県木曽郡木曽町内 

国有林木曽森林管理署 640 林班、643 林班、647林班、660 林班

及び 662 林班の全部並びに 641 林班、642 林班、644 林班から

646林班まで、648林班から 657林班まで及び 664林班までの一

各部 

長野県飯田市 

大字松川入及び大字大平の各一部 

長野県伊那市 

大字伊那の一部 

長野県駒ヶ根市 

大字赤穂の一部 

長野県上伊那郡飯島町 

大字七久保の一部 

長野県上伊那郡宮田村 

新田の一部 

長野県下伊那郡阿智村 

大字清内路の一部 

長野県木曽郡南木曽町 

大字吾妻広瀬の一部 

 

 

 

 

 

 

16,693 

国 13,069 

公   2,855 

私   769 
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名  称 区   域 地 区 の 概 要 面積（ｈａ） 

木曽田立の滝周

辺 

長野県木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 2119 林班及び 2122 林班から

2124 林班までの全部並びに 2116林班、2120林班、2121林班及

び 2126林班の各一部 

長野県木曽郡南木曽町 

大字田立の一部 

木曽田立の滝を囲うようにヒノキ林等の

植林が分布しており、渓流景観と緑との調和

が成り立っており、良好な風致を構成してい

る。利用上重要な土地及びその周辺地で、風

致に重大な影響を及ぼさない範囲で風致の

維持を図る必要がある地域である。 

225 

国   197 

公       20 

私      8 

恵那山 長野県下伊那郡阿智村内 

国有林南信森林管理署 3302林班から 3318林班までの全部 

長野県下伊那郡阿智村 

大字智里の一部 

日本百名山の１つである恵那山（標高

2,191m）と富士見台高原周辺の地域であり、

中央自動車道からよく眺望できる地域であ

り良好な風致を構成している。利用上重要な

土地及びその周辺地で、風致に重大な影響を

及ぼさない範囲で風致の維持を図る必要が

ある地域である。 

1,429 

国  1,254 

公      175 

私     0 

合   計 18,347 
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イ 普通地域 

次の区分を普通地域とする。 

（表１０：普通地域総括表） 

都道府県名 区   域 面積（ha） 

長野県 飯田市内 

国有林南信森林管理署 3203林班から 3214林班までの全部 

飯田市 

大字横手、大字松川入、大字上郷及び大字大平の各一部 

3,864 

国    373 

公    3,398 

私     93 

 上伊那郡飯島町内 

国有林南信森林管理署 2215林班から 2219林班まで及び 2229

林班から 2234林班までの全部並びに 2264林班及び 2275林班

の各一部 

上伊那郡飯島町 

大字七久保の一部 

1,545 

国    967 

公      490 

私     88 

 下伊那郡松川町内 

国有林南信森林管理署 2211林班から 2214林班まで、2220林班

から 2224林班まで及び 2266林班から 2270林班までの全部 

下伊那郡松川町 

大字上片桐及び大字大島の各一部 

940 

国   863 

公        0 

私     77 

 下伊那郡高森町 

大字吉田及び大字山吹の各一部 

 

439 

国     0 

公      424 

私     15 

 下伊那郡阿智村 

大字清内路及び大字智里の各一部 

 

1,663 

国     0 

公      496 

私  1,167 

 木曽郡南木曽町内 

国有林木曽森林管理署南木曽支署 2170林班から 2138林班まで

の全部並びに 92林班、94林班、2125林班及び 2126林班の各

一部 

木曽郡南木曽町 

大字田立の一部 

457 

国   443 

公        0 

私     14 

 木曽郡木曽町 

大字新開及び大字福島の各一部 

323 

国     0 

公        0 

私    323 

合   計 9,231 
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ウ 面積内訳 

   地域地区別、土地所有別及び市町村別面積は次のとおりとなる。 

 （表 11：地域地区別、土地所有別面積総括表） 

地域区分 特 別 地 域 
普通地域 

（陸域） 

合  計 

（陸域） 
海域公園地区 

地種区分 特別保護地区 第 1種 第 2種 第 3種 

土地所有別 国 公 私 国 公 私 国 公 私 国 公 私 国 公 私 国 公 私 

0 

長

野

県 

土地所有別面積 
176 0 0 3,272 28 0 3,592 281 189 14,520 3,050 777 2,646 4,808 1,777 24,206 8,167 2,743 

地種区分別面積 

176 

3,300 4,062 18,347 

9,231 35,116 

地域地区別面積 
25,709 

地域別面積 
25,885 

合 

 

計 

土地所有別面積 
176 0 0 3,272 28 0 3,592 281 189 14,520 3,050 777 2,646 4,808 1,777 24,206 8,167 2,743 

0 

地種区分別 
面積 

(比率) 

176 

(0.5) 

3,300 

(9.4) 

4,062 

(11.6) 

18,347 

(52.2) 

9,231 

(26.3) 

35,116 

(100.0) 

地域別区別 
面積 

(比率) 

25,709 

(73.2) 

地 域 別 
面積 

(比率) 

25,885 

(73.7) 
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（表 12：地域地区別町村別面積総括表）                                                                      （単位：面積 ha） 

地域区分 特 別 地 域 
普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

合計 

（海域） 
市町村名 特保 第 1種 第 2種 第 3種 小計 

長野県 

飯田市 
0  0 335  2,357  2,692  3,864  6,556  0 

伊那市 
0 28  85  404  517  0 517  0 

駒ヶ根市 
34  758  495  1,810  3,097  0 3,097  0 

塩尻市 
0 5  39  523  567  0 567  0 

上伊那郡 

飯島町 
0 500  489  1,140  2,129  1,545  3,674  0 

宮田村 
142 461  0  2,368  2,971  0 2,971  0 

下伊那郡 

松川町 
0 0 0 0 0 940  940  0 

高森町 
0 0 0 0 0 439  439  0 

阿智村 
0 0 0 1,429  1,429  1,663  3,092  0 

木曽郡 

上松町 
0 414  650  1,974  3,038  0 3,038  0 

南木曽町 
0 31  76  1,367  1,474  457  1,931  0 

大桑村 
0 821  1,528  3,779  6,128  0 6,128  0 

木曽町 
0 282  365  1,196  1,843  323  2,166 0 

合計 
176  3,300  4,062  18,347  25,885  9,231  35,116  0 
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３ 事業計画 

（１） 施設計画 

ア 保護施設計画 

保護施設計画を次のとおりとする。 

 （表１３：保護施設表） 

番号 種  類 位  置 整備方針 告示年月日 

１ 植生復元施設 長野県駒ヶ根市、 

長野県上伊那郡宮田村、

長野県木曽郡上松町 

（木曽駒ヶ岳～宝剣岳、

伊那前岳の稜線周辺） 

木曽駒ヶ岳等の稜線周辺では、登山者の踏み荒らし、大量の降雨・降雪

による砂礫の移動等により高山植物の植生荒廃が進んでいることから、

高山植物の植生復元を図る。 

新規 

２ 植生復元施設 
長野県駒ヶ根市、 

長野県木曽郡大桑村 

（木曽殿越周辺） 

空木岳稜線の一部周辺等では、登山者の踏み荒らし、大量の降雨・降雪

による砂礫の移動等により高山植物の植生荒廃が進んでいることから、

高山植物の植生復元を図る。 

新規 

３ 自然再生施設 長野県駒ヶ根市、 

長野県上伊那郡宮田村、 

長野県木曽郡上松町 

（木曽駒ヶ岳～宝剣岳、

伊那前岳の稜線周辺） 

木曽駒ヶ岳等の稜線周辺では、登山者の踏み荒らし、大量の降雨・降雪

による砂礫の移動等により高山植物の植生荒廃が進んでいることから、

高山植物の植生再生・誘導を図る。 

新規 

４ 自然再生施設 
長野県駒ヶ根市、 

長野県木曽郡大桑村 

（木曽殿越周辺） 

空木岳稜線の一部周辺等では、登山者の踏み荒らし、大量の降雨・降雪

による砂礫の移動等により高山植物の植生荒廃が進んでいることから、

高山植物の植生再生・誘導を図る。 

新規 
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イ 利用施設計画 

 集団施設地区 

     集団施設地区を次のとおりとする。 

 （表１４：保護施設表） 

番 号 名 称 区 域 計 画 目 標 
整備計画区 
及び基盤施設 

整 備 方 針 面 積（ｈａ） 

1 寝覚 
寝覚の床一

帯 

寝覚の床周辺地域は、木曽

川の水流によって侵食され

た花崗岩が「自然の彫刻」を

形成し、優れた景勝地となっ

ており、多くの観光客が訪れ

ている。 

この優れた景勝地を生か

し、観光地として園地、眺望

施設、駐車場等の施設を計画

するものとする。 

寝覚の床整備

計画区 

自然探勝を楽しむことを主体

とした計画である。園地、駐車

場、展望施設、休憩施設等の整

備を図る。 

108 

面   積   計 

国 公 私 

79 15 14 
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 単独施設 

    単独施設を次のとおりとする。 

（表１５：単独施設表） 

番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

１ 避難小屋 長野県飯田市 

（安平路山） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

２ 避難小屋 長野県木曽郡南木曽町 

（摺古木山） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

３ 展望施設 長野県飯田市 

（摺古木山） 
摺古木山からの山岳景観を展望できる展望施設として整備する。 

新規 

４ 園地 長野県飯田市 

（黒川大平東沢） 
歩道摺古木山線の登山口園地として整備する。 

新規 

５ 園地 長野県飯田市 

（大平峠県民の森） 

大平峠県民の森における自然散策、休憩のための園地として整備

する。 

新規 

６ 野営場 長野県飯田市 

（大平峠県民の森） 

大平峠県民の森におけるキャンプ、自然探勝等の野外活動の場と

して整備する。 

新規 

７ 避難小屋 長野県伊那市 

（大樽） 
登山利用者の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

８ 宿舎 長野県伊那市 

（将棊頭山） 
将棊頭山や茶臼山等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

９ 宿舎 長野県駒ヶ根市 

（千畳敷） 
自然散策及び登山利用者のための宿舎基地として整備する。 

新規 

１０ 展望施設 長野県駒ヶ根市 

（千畳敷） 
千畳敷からの山岳景観を望む展望施設として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

１１ スキー場 長野県駒ヶ根市 

（千畳敷） 
自然体験のための施設としてスキー場を整備する。 

新規 

１２ 避難小屋 長野県駒ヶ根市 

（檜尾） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

１３ 野営場 長野県駒ヶ根市 

（檜尾） 
檜尾岳等の駒ヶ岳縦走線を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

１４ 宿舎 長野県駒ヶ根市 

（池山） 
空木岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

１５ 避難小屋 長野県駒ヶ根市 

（空木平） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

１６ 野営場 長野県駒ヶ根市 

（空木平） 
空木岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

１７ 宿舎 長野県駒ヶ根市 

（空木岳） 
空木岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

１８ 避難小屋 長野県上伊那郡飯島町 

（摺鉢窪） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

１９ 園地 長野県上伊那郡飯島町 

（南駒ヶ岳） 
南駒ヶ岳からの山岳景観を望む園地として整備する。 

新規 

２０ 野営場 長野県上伊那郡飯島町 

（越百山） 
越百山等の駒ヶ岳縦走線を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

２１ 園地 長野県上伊那郡飯島町 

（傘山） 
傘山周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

２２ 園地 長野県上伊那郡飯島町 

（シオジ平） 
シオジ平における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

２３ 園地 長野県上伊那郡飯島町 

（千人塚） 
千人塚公園における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

２４ 宿舎 長野県上伊那郡飯島町 

（千人塚） 
千人塚公園における自然探勝利用者のための利用拠点として整備する。 

新規 

２５ 野営場 長野県上伊那郡飯島町 

（千人塚） 

千人塚公園におけるキャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備す

る。 

新規 

２６ 舟遊場 長野県上伊那郡飯島町 

（千人塚） 

千人塚公園城ヶ池におけるボート等による自然探勝のための施設を整備

する。 

新規 

２７ 野営場 長野県上伊那郡飯島町 

（与田切乗越） 
奥念丈岳や念丈岳登山等の宿泊基地として整備する。 

新規 

２８ 避難小屋 長野県上伊那郡飯島町 

（念丈岳） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

２９ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（伊勢滝） 
伊勢滝周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

３０ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（黒川平） 
自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

 



 

30 

 

 

番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

３１ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（濃ヶ池） 
濃ヶ池周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

３２ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（清水平） 
清水平周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

３３ 宿舎 長野県上伊那郡宮田村 

（木曽駒ヶ岳～中岳間） 
木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

３４ 野営場 長野県上伊那郡宮田村 

（木曽駒ヶ岳～中岳間） 

木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 新規 

３５ 宿舎 長野県上伊那郡宮田村 

（中岳～宝剣岳間） 
木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

３６ 避難小屋 長野県上伊那郡宮田村 

（宝剣岳） 

冬季利用者に冬季の避難小屋として開放（遭難防止対策）し、登山利用者の最低

限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

３７ 案内所 長野県上伊那郡宮田村 

（宝剣岳） 
木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等の登山利用に際する案内施設として整備する。 

新規 

３８ 野営場 長野県上伊那郡宮田村 

（宝剣岳） 

木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等を登山するための宿泊基地として野営場を整備す

る。 

新規 

３９ 野営場 長野県上伊那郡宮田村 

（鉾盾山） 
宮田高原におけるキャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 

４０ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（不動滝） 
不動滝周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

４１ 園地 長野県上伊那郡宮田村 

（しらび平） 
しらび平周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

４２ 野営場 長野県上伊那郡宮田村 

（しらび平） 
キャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 

４３ 園地 長野県下伊那郡高森町 

（不動滝） 
不動滝周辺の自然探勝利用のための園地として整備する。 

新規 

４４ 宿舎 長野県下伊那郡阿智村 

（富士見台） 

富士見台、神坂山、大判山及び恵那山等の登山利用者や自然探勝のための宿舎

として整備する。 

新規 

４５ 野営場 長野県下伊那郡阿智村 

（富士見台） 
キャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 

４６ 園地 長野県下伊那郡阿智村 

（神坂峠） 
神坂峠遺跡周辺の自然探勝利用のための園地として整備する。 

新規 

４７ 園地 長野県下伊那郡阿智村 

（園原） 
園原の里周辺の自然探勝利用のための園地として整備する。 

新規 

４８ 園地 長野県下伊那郡阿智村 

（広河原） 
恵那山登山のための登山口園地として整備する。 

新規 

４９ 園地 長野県下伊那郡阿智村 

（恵那山） 
恵那山からの山岳景観の展望、休息のための施設として整備する。 

新規 

５０ 避難小屋 長野県下伊那郡阿智村 

（恵那山） 
恵那山の登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

５１ 園地 長野県木曽郡上松町 

（上松Ｂコース口） 
上松Ｂコース線の登山口における園地として整備する。 

新規 

５２ 園地 長野県木曽郡上松町 

（木曽駒ヶ岳） 
木曽駒ヶ岳からの山岳景観の展望、休息のための施設として整備する。 

新規 

５３ 宿舎 長野県木曽郡上松町 

（木曽駒ヶ岳） 
木曽駒ヶ岳、中岳、宝剣岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

５４ 宿舎 長野県木曽郡上松町 

（玉乃窪） 
木曽前岳、木曽駒ヶ岳登山等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

５５ 園地 長野県木曽郡上松町 

（遠見場） 
登山道途中において山岳景観の展望、休息のための施設として整備する。 

新規 

５６ 宿舎 長野県木曽郡上松町 

（上御口五合目金懸岩） 
木曽駒ヶ岳を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

５７ 園地 長野県木曽郡上松町 

（敬神ノ滝） 
木曽駒ヶ岳登山者のための駐車場として整備する。 

新規 

５８ 宿舎 長野県木曽郡上松町 

（敬神ノ滝） 
木曽駒ヶ岳を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

５９ 避難小屋 長野県木曽郡南木曽町 

（床浪高原） 
床浪高原や登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

６０ 野営場 長野県木曽郡南木曽町 

（床浪高原） 
キャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

６１ 園地 長野県木曽郡南木曽町 

(木曽峠木曽見茶屋) 
夏焼岳登山のための駐車場として整備する。 

新規 

６２ 園地 長野県木曽郡南木曽町 

（大平峠) 
大平峠県民の森の自然散策、兀岳登山のための駐車場・園地として整備する。 

新規 

６３ 宿舎 長野県木曽郡大桑村 

（木曽殿越） 
空木岳等を登山するための宿泊基地として整備する。 

新規 

６４ 避難小屋 長野県木曽郡大桑村 

（倉本東川本谷） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

６５ 避難小屋 長野県木曽郡大桑村 

（越百山八合目） 
越百山等の登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

６６ 園地 長野県木曽郡木曽町 

（キビオ） 
歩道福島Ａコース線の登山口における園地として整備する。 

新規 

６７ 園地 長野県木曽郡木曽町 

（木曽駒高原） 
歩道福島Ｂコース線の登山口における園地として整備する。 

新規 

６８ 野営場 長野県木曽郡木曽町 

（大原） 
キャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 

６９ 給水施設 長野県木曽郡木曽町 

（大原コガラ） 
木曽駒高原における公園利用者等に給水するための施設として整備する。 

新規 

７０ 避難小屋 長野県木曽郡木曽町 

（木曽駒ヶ岳七合目） 
登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 
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番号 種 類 位  置 整備方針 告示年月日 

７１ 園地 
長野県木曽郡南木曽町 

（天然公園） 
天然公園における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

７２ 避難小屋 
長野県木曽郡南木曽町 

（天然公園） 
天然公園等の登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設として整備する。 

新規 

７３ 野営場 
長野県木曽郡南木曽町 

（天然公園） 
天然公園におけるキャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 

７４ 園地 
長野県木曽郡南木曽町 

（田立ノ滝不動岩） 
不動岩周辺における自然散策、休憩、展望のための園地として整備する。 

新規 

７５ 避難小屋 
長野県木曽郡南木曽町 

（田立ノ滝入口錆平） 

田立の滝や天然公園に至る登山利用者の最低限の安全を確保する避難施設とし

て整備する。 

新規 

７６ 園地 
長野県木曽郡南木曽町 

（錆平） 
田立の滝探勝利用者や登山利用者のための駐車場として整備する。 

新規 

７７ 野営場 
長野県木曽郡南木曽町 

（錆平） 
キャンプ、自然探勝等の野外活動の場として整備する。 

新規 
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 道路 

   a 車道 

    車道を次のとおりにする。 

（表１６：道路（車道）表） 

番号 路 線 名 区  間 主要経過地 整備方針 告示年月日 

1 松川入線 
起点－長野県飯田市（大字上飯田須官）・公園境界 

終点－長野県飯田市（大字上飯田ウサギ沢）・歩道大西滝線 
箒沢、割沢 歩道大西滝線へ至る車道として整備する。 

新規 

2 野底山線 
起点－長野県飯田市（野底川）・公園境界 

終点－長野県飯田市（越田峠下）・歩道越田峠線 
 歩道越田峠線へ至る車道として整備する。 

新規 

3 東沢線 起点－長野県飯田市（大字東沢）・公園境界 

終点－長野県飯田市（大字摺古木）・摺古木山自然園休憩舎前 
 

縦走線へ至る車道として整備する。摺古木山及び安平路山への主要路と

なるため、登山口には駐車場を付帯する。 

新規 

4 飯田南木曽線 起点－長野県飯田市（大字上飯田大平）・公園境界 

終点－長野県木曽郡南木曽町（漆畑）・公園境界 
 大平峠へ至る車道として整備する。 

新規 

5 与田切線 
起点－長野県上伊那郡飯島町（七久保区北村）・公園境界 

終点－長野県上伊那郡飯島町（七久保区中川沢）・歩道越百山線 
シオジ平、千人塚 

千人塚から歩道越百山線へ至る車道として、シオジ平の景観を損なわな

いように整備する。また、シオジ平には駐車場を付帯する。 

新規 

6 寺沢線 
起点－長野県上伊那郡宮田村（宮田高原）・公園境界 

終点－長野県上伊那郡宮田村（字黒川山）・車道伊勢滝線 
駒ヶ根野営場 車道伊勢滝線へ至る車道として整備する。 

新規 

7 伊勢滝線 
起点－長野県上伊那郡宮田村・公園境界 

終点－長野県上伊那郡宮田村（黒川山）・歩道伊勢滝線 
不動滝、伊勢滝 菅の台から伊勢滝へ至る車道して整備する。 

新規 

8 中御所線 
起点－宮田村・公園境界 

終点－宮田村（しらび平駅） 
 

菅の台からしらび平へ至る車道として整備する。また、千畳敷ロープウェ

イへの主要路となるため、周辺の混雑による影響から自然環境を保全す

るため乗入れ規制地域とする。 

新規 

9 松川線 起点－長野県下伊那郡松川町（大字大島区雨乞滝）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡松川町（烟ヶ滝） 
屏風岩、燕岩、烟ヶ滝 烟ヶ滝へ至る車道として整備する。 

新規 

10 萬岳荘線 起点－長野県下伊那郡阿智村・車道大谷霧ヶ原線 

終点－長野県下伊那郡阿智村（萬岳荘） 
 萬岳荘へ至る車道として整備する。 新規 

11 京平線 起点－長野県下伊那郡阿智村（ヘブンス園原） 

終点－長野県下伊那郡阿智村・車道大谷霞ヶ原線 
 ヘブンス園原へ至る車道として整備する。 新規 

12 神坂峠線 起点－長野県下伊那郡阿智村（大字智里区園原） 

終点－長野県下伊那郡阿智村（神坂峠）大谷霞ヶ原線 
神坂峠、神坂神社 神坂峠へ至る車道として整備する。 

新規 

13 大谷霧ヶ原線 起点－長野県下伊那郡阿智村（大字智里区戸沢）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡阿智村（神坂峠）・車道神坂峠線 公園境界 
 神坂峠へ至る車道として整備する。 

新規 

14 正兼線 起点－長野県木曽郡南木曽町（田立字犬野入）・公園境界 

終点－長野県木曽郡南木曽町（田立滝上）・歩道田立線 
鯖平野営場、柿其峠 歩道田立線へ至る車道として整備する。 

新規 

15 町道コガラ線 起点－長野県木曽郡木曽町（新開大原）・公園境界 

終点－長野県木曽郡木曽町・歩道茶臼山線 
 歩道茶臼山線へ至る車道として整備する。 

新規 

16 林道木曽駒山麓線 起点－長野県木曽郡木曽町（キビオ）・県道木曽福島停車場駒ケ岳線 

終点－長野県木曽郡木曽町（キビオ）・歩道福島 Aコース 
 歩道福島 Aコースへ至る車道として整備する。 新規 

17 県道木曽福島 

停車場駒ケ岳線 

起点－長野県木曽郡木曽町（福島新万郡）・公園境界 

終点－長野県木曽郡木曽町（キビオ）・林道木曽駒山麓線 
 歩道福島 Aコースへ至る車道として整備する。 新規 
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   ｂ 歩道 

    歩道を次のとおりにする。 

 

（表１７：道路（歩道）表） 

番号 路 線 名 区  間 主要経過地 整備方針 告示年月日 

1 駒ヶ岳縦走線 
起点－長野県伊那市小黒日向（公園境界） 

終点－長野県木曽郡南木曽町（大平峠） 

将棊頭山、木曽駒ヶ岳、空

木岳、南駒ヶ岳、越百山、

奥念丈岳、摺古木山 

中央アルプス木曽山脈の縦走登山道として整備し、稜線に生育する高山

植物や濃ヶ池等の保護を図る。 

新規 

2 摺古木山線 起点－長野県飯田市（大字摺古木）摺古木山自然園休憩舎前 

終点－長野県飯田市（大字摺古木）歩道駒ヶ岳縦走線 
摺古木山 車道東沢線から摺古木山へ至る登山道として整備する。 

新規 

3 大西滝線 起点－長野県飯田市（大字上飯田砂古谷）・公園境界  

終点－長野県飯田市（大字上飯田ウサギ沢）・車道松川入線 
安平路山、大西ノ滝 車道松川入線から安平路山へ至る登山道として整備する。 

新規 

4 小西滝線 起点－長野県飯田市（大字上飯田砂古谷）・公園境界 

終点－長野県飯田市（大字上飯田摺古木山）・歩道駒ヶ岳縦走線 
小西ノ滝、風穴山 小西ノ滝、風穴山へ至る登山道として整備する。 

新規 

5 越田峠線 起点－長野県飯田市（野底川入越田峠下）・車道野底山線 

終点－長野県飯田市（大字上飯田松川入割沢）・車道松川入線 

 
長野県飯田市南部から車道松川入線への連絡路として整備する。 

新規 

6 大平峠県民の森

線 

起点－長野県飯田市（大平峠県民の森） 

終点－長野県飯田市・歩道駒ヶ岳縦走線 

 
大平峠県民の森線への連絡路として整備する。 

新規 

7 風越線 起点－長野県飯田市（野底川）・公園境界 

終点－長野県飯田市（大字上飯田風越山）・公園境界 

 
風越山への登山道として整備する。 

新規 

8 権現山将棊頭山

線 

起点－長野県伊那市（辻山）・公園境界 

終点－長野県伊那市（将棊頭山）・歩道駒ヶ岳縦走線 
 駒ヶ岳縦走路の登山道として整備する。 

新規 

9 桂小場権現づる

ね線 

起点－長野県伊那市（桂小場）・公園境界 

終点－長野県伊那市（権現づるね）・権現山将棊頭山線 
 権現山将棊頭山の登山道として整備する。 

新規 

10 檜尾線 起点－長野県駒ヶ根市（檜尾）・車道中御所線 

終点－長野県駒ヶ根市（檜尾岳）・歩道駒ヶ岳縦走線 
 駒ヶ岳縦走線の登山道として整備する。 

新規 

11 池山線 起点－長野県駒ヶ根市（池山）・公園境界 

終点－長野県駒ヶ根市（空木岳）・歩道駒ヶ岳縦走線 
 空木岳への登山道として整備する。 

新規 

12 空木岳駒石コー

ス 

起点－長野県駒ヶ根市（空木平分岐）・歩道池山線 

終点－長野県駒ヶ根市（駒峰ヒュッテ）・歩道池山線 
 空木岳駒石の登山道として整備する。 

新規 

13 摺鉢窪避難小屋

線 

起点－長野県上伊那郡飯島町・歩道駒ヶ岳縦走線 

終点－長野県上伊那郡飯島町（摺鉢窪避難小屋） 
 摺鉢窪の登山道として整備する。 

新規 

14 黒覆山線 起点－長野県上伊那郡飯島町（七久保区黒覆山下）・車道与田切線 

終点－長野県上伊那郡飯島町（七久保区黒覆山頂） 
 黒覆山の登山道として整備する。 

新規 

15 越百山線 起点－長野県上伊那郡飯島町（七久保区中川沢）・車道与田切線 

終点－長野県上伊那郡飯島町（越百山頂）・歩道駒ヶ岳縦走線 
 越百山への登山道として整備する。 

新規 
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16 八丁坂線 起点－長野県上伊那郡宮田村（千畳敷）・歩道剣ヶ峰線 

終点－長野県上伊那郡宮田村（乗越浄土）・歩道清水平前岳線 
 駒ヶ岳縦走線への連絡路として整備する。 

新規 

17 濃ヶ池線 起点－長野県上伊那郡宮田村（黒川山）・歩道清水平前岳線 

終点－長野県上伊那郡宮田村剣ヶ峰（歩道駒ヶ岳縦走線） 
 駒ヶ岳縦走線への連絡路として整備する。 

新規 

18 駒飼ノ池線 起点－長野県上伊那郡宮田村（夫婦滝）・歩道濃ヶ池線 

終点－長野県上伊那郡宮田村（駒飼ノ池）・歩道濃ヶ池線 
 駒ヶ岳縦走線への連絡路として整備する。 

新規 

19 剣ヶ峰線 起点－長野県上伊那郡宮田村(しらび平駅)・車道中御所線 

終点－長野県駒ヶ根市(極楽平) ・歩道駒ヶ岳縦走線 
 駒ヶ岳縦走線への連絡路として整備する。 

新規 

20 長谷部新道 起点－長野県上伊那郡宮田村（小屋場）・歩道清水平前岳線 

終点－長野県駒ヶ根市（千畳敷）・歩道剣ヶ峰線 
 木曽駒ヶ岳への連絡路として整備する。 

新規 

21 清水平前岳線 起点－長野県上伊那郡宮田村・車道中御所線 

終点－長野県上伊那郡宮田村（剣ヶ峰）・歩道駒ヶ岳縦走線 
清水平、一丁池、前岳 宝剣岳、前岳への登山道として整備する。 

新規 

22 烏帽子念丈岳線 起点－伊那郡松川町（小八郎岳）・公園境界 

終点－伊那郡松川町（念丈岳頂上）・歩道奥念丈岳線 
烏帽子岳、池の平 烏帽子岳、念丈岳への登山道として整備する。 

新規 

23 大島山線 起点－伊那郡松川町（大字大島区雨乞滝）・公園境界 

終点－伊那郡松川町（大島山頂上）・歩道奥念丈岳線 

 
大島山への登山道として整備する。 

新規 

24 奥念丈岳線 起点－伊那郡松川町（本高森山頂上）・歩道本高森山線 

終点－長野県飯田市（大字飯田奥念丈岳）・歩道駒ヶ岳縦走線 

不動滝、本高森山、念丈岳 
本高森山、念丈岳、奥念丈岳への登山道として整備する。 

新規 

25 本高森山線 起点－長野県下伊那郡高森町（吉田山）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡松川町（本高森山頂）・歩道奥念丈岳線 

 
本高森山への登山道として整備する。 

新規 

26 神坂峠線 起点－長野県下伊那郡阿智村（上清内路）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡阿智村（智里本谷川入千両山）・車道大谷霧ヶ原

線 

南沢山、横川山、富士見

台、恵那山、恵那神社 

恵那山、富士見台、横川山、南沢山への登山道として整備する。また、

富士見台のササユリの保護を図る。 

新規 

27 横川線 起点－長野県下伊那郡阿智村（横川）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡阿智村（南沢山）・歩道神坂峠線 
 南沢山への登山道として整備する。 

新規 

28 神坂山線 起点－長野県下伊那郡阿智村・歩道神坂山線 

終点－長野県下伊那郡阿智村（萬荘） 
 

神坂山への登山道として整備する。また、富士見台のササユリの保護を

図る。 

新規 

29 富士見台線 起点－長野県下伊那郡阿智村（園原）・公園境界 

終点－長野県下伊那郡阿智村・歩道神坂峠線 
 富士見台への登山道として整備する。 

新規 

30 パノラマルート

線 

起点－長野県下伊那郡阿智村（富士見）・車道大谷霧ヶ原線 

終点－長野県下伊那郡阿智村・歩道神坂峠線 
 恵那山への登山道として整備する。 

新規 

31 鳥越線 起点－長野県下伊那郡阿智村（京平）・車道大谷霧ヶ原線 

終点－長野県下伊那郡阿智村（鳥越峠）・歩道神坂峠線 
 恵那山への登山道として整備する。 

新規 

32 上松Ｂコース線 起点－長野県木曽郡上松町（奇美世登山口）・公園境界 

終点－長野県木曽郡木曽町（麦草岳）・歩道福島Ａコース線 
奇美世滝 

キビヨ登山線への連絡路として整備する。また、歴史ある修験道である

ため、登山道の保護を図る。 

新規 
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33 上松Ａコース線 起点－長野県木曽郡上松町（敬神ノ滝）・公園境界 

終点－長野県木曽郡上松町（玉ノ窪）・歩道福島Ｂコース線 
金懸岩、遠見場小屋 

木曽前岳への登山道として整備する。また、歴史ある修験道であるため、

登山道の保護を図る。 

新規 

34 田立線 起点－長野県木曽郡南木曽町（大字大野字鯖平）・車道正兼線 

終点－長野県木曽郡南木曽町（柿其）・公園境界 
田立ノ滝、天然公園 

田立ノ滝および天然公園への自然探勝路として整備する。また、天然公

園の高層湿原植生の保護を図る。 

新規 

35 夏焼岳線 起点－長野県木曽郡南木曽町・車道飯田南木曽線 

終点－長野県木曽郡南木曽町（夏焼岳） 
 夏焼岳への登山道として整備する。 

新規 

36 兀岳線 起点－長野県木曽郡南木曽町（大平峠） 

終点－長野県下伊那郡阿智村（兀岳） 
 兀岳への登山道として整備する。 

新規 

37 三ノ沢岳線 起点－長野県木曽郡大桑村（中八丁峠先）  

終点－長野県木曽郡大桑村（三ノ沢分岐）・歩道駒ヶ岳縦走線 
千畳敷、剣ヶ峰 

千畳敷への登山道として整備する。また、千畳敷としらび平をつなぐロ

ープウェイが運休時の緊急路として整備する。 

新規 

38 東川本谷線 起点－長野県木曽郡大桑村（伊那川東川本谷）・公園境界 

終点－長野県木曽郡大桑村（木曽殿越）・歩道駒ヶ岳徒歩線 
 駒ヶ岳縦走線への連絡路として整備する。 

新規 

39 南駒ヶ岳線 起点－長野県木曽郡大桑村（ケサ沢）・公園境界 

終点－長野県木曽郡大桑村（南駒ヶ岳）・歩道駒ヶ岳縦走線 

摺鉢窪、南駒ヶ岳、伊那

川、ケサ川 
南駒ヶ岳への登山道として整備する。 

新規 

40 木曽越百山線 起点－長野県木曽郡大桑村（大字須原）・公園境界 

終点－長野県木曽郡大桑村（越百山）・歩道駒ヶ岳縦走線 

 
越百山への登山道として整備する。 

新規 

41 福島Ａコース線 起点－長野県木曽郡木曽町（キビオ）・車道キビオ線 

終点－長野県木曽郡上松町（玉ノ窪）・歩道福島Ｂコース線分岐 
赤林山、駒石、麦草山 

木曽前岳への登山道として整備する。また、歴史ある修験道であるため、

登山道の保護を図る。 

新規 

42 福島Ｂコース線 起点－長野県木曽郡木曽町（新開大原）・車道町道コガラ線 

終点－長野県木曽郡上松町（木曽駒ヶ岳）・歩道駒ヶ岳縦走線 
玉ノ窪、木曽前岳 

木曽前岳、木曽駒ヶ岳への登山道として整備する。また、歴史ある修験

道であるため、登山道の保護を図る。 

新規 

43 茶臼コース線 起点－長野県木曽郡木曽町（大棚入山）・公園境界 

終点－長野県木曽郡木曽町（行者岩）・歩道駒ヶ岳縦走線 
茶臼山 茶臼山への登山道として整備する。 

新規 
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 運輸施設 

    運輸施設を次のとおりにする。 

 

（表１８：運輸施設表） 

 

番号 路 線 名 種類 区  間 主要経過地 整備方針 告示年月日 

1 中御所谷 索道 
起点－長野県上伊那郡宮田村（しらび平） 

終点－長野県駒ヶ根市（大字赤穂千畳敷） 
しらび平～千畳敷 自然探勝、登山利用者が千畳敷へ移動するための索道として整備する。 

新規 
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（２） 生態系維持回復計画 

   生態系維持回復計画を次のとおりとする。 

 

（表１９：生態系維持回復計画表） 

番号 名称 位置 事業の実施方針 告示年月日 

1 （仮称）中央アル

プス生態系維持回

復事業 

（仮称）中央アルプス

国定公園全域 

中央アルプスでは平成 25

年に木曽駒ヶ岳の標高 2600

メートル付近の高山帯にお

いてニホンジカが確認され

ており、中央アルプスに生

息する希少チョウ類の食草

である高山植物への食害等

の被害拡大が懸念される。

そこで、公園内の生態系の

維持又は回復を図るため、

ニホンジカ等による生態系

への影響を把握するための

モニタリング調査を実施す

るとともに、その防除等（防

鹿柵設置等）によって、森林

生態系に対する影響の低減

を図る。また、これらの対策

の効果を検証するため、事

後モニタリングを実施し、

その成果を対策に反映する

順応的管理を実施する。 

新規 

 

 


